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林業請負事業等の労働安全

平成３１年３月

近畿中国森林管理局
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出典：労働者死傷病報告（厚生労働省）
注：東日本大震災を原因とするものを除く(H23) 「死傷災害」とは死亡災害及び休業４日以上の死傷災害

■林業における死傷災害の発生状況（Ｈ３０速報値）

（人）

3,000
・死傷災害は15年前と比較して半減

５年前と比較して３割減
2,363

１ 林業における死傷災害

H30
（速報値）

1,278

資料２－１
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出典：労働者死傷病報告（厚生労働省）

○ 死傷災害 事故の型別の推移(林業）
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• H29は「切れ・こすれ」＞ 「激突され」＞「飛来・落下」＞「墜落・転落」＞「転

倒」
（人）

700
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○ 死傷災害 起因物別の状況（平成29年）

出典：労働者死傷病報告（厚生労働省）

・主な起因物は「立木等」「チェーンソー」

単位：人，全体に占める割合（％）
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○ 死傷災害（平成30年値）

出典：厚生労働省「平成30年における労働災害発生状況（速報）」 4

H30の林業の死傷災害（H31.1現在）は前年より２９人（２．３％）増加
（平成31年1月7日現在）

業 種

平成30年(1月～12月) 平成29年(1月～12月) 対29年比較

死傷者数(人) 構成比（％） 死傷者数(人) 構成比（％） 増減数(人) 増減率(％）

全 産 業 113,579 100.0 108,110 100.0 5,469 5.1

製造業 25,071 22.1 24,290 22.5 781 3.2

鉱業 198 0.2 199 0.2 -1 -0.5

建設業 14,020 12.3 13,839 12.8 181 1.3

交通運輸事業 3,052 2.7 2,908 2.7 144 5.0

陸上貨物運送事業 14,343 12.6 13,402 12.4 941 7.0

港湾運送業 310 0.3 304 0.3 6 2.0

林業 1,278 1.1 1,249 1.2 29 2.3

農業、畜産・水産
業

2,660 2.3 2,519 2.3 141 5.6

第三次産業 52,647 46.4 49,400 45.7 3,247 6.6

○ 労働災害の発生率（死傷年千人率）

資料出所：労働者死傷病報告及び総務省労働力調査

注１） 年千人率とは、労働者1,000人あたり1年間に発生する死傷者数を示すもので、次式で表される。

5

1年間の平均労働者数
注２） 死傷者数は労働者死傷病報告による休業４日以上の死傷者数、労働者数は労働力調査（総務省）による雇用者数(役員を除く）を用いて算出した。

ただし、平成23年については、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県において労働力調査の実施が一時困難となったため、

労働者数は、役員を含む補完的に推計した値を用いている。

注３） 労働者死傷病報告と労働力調査の業種分類は、細部が異なっていることに留意する必要がある。

注４） 労働力調査の雇用者数は万人単位で公表されているが、年千人率は有効数字にかかわらず小数点以下第１位まで算出した。

注５） 平成23年の死傷者数には東日本大震災を直接の原因とするものを含まない。

×1,000年千人率＝
1年間の死傷者数

全産業

製造業

鉱業 建設業

運輸業
林業 農業 漁業

計
木材・木
製品

計
陸上貨物
運送事業

平成23年 2.1 2.8 10.3 7.2 4.1 5.9 8.1 36.3 4.8 11.5
平成24年 2.3 3.0 13.1 9.9 5.0 6.3 8.4 31.6 5.7 15.0
平成25年 2.3 2.8 11.4 12.0 5.0 6.3 8.3 28.7 5.4 9.9
平成26年 2.3 2.9 12.3 8.1 5.0 6.4 8.4 26.9 5.2 6.3
平成27年 2.2 2.8 11.2 7.0 4.6 6.3 8.2 27.0 5.2 8.0
平成28年 2.2 2.7 11.0 9.2 4.5 6.3 8.2 31.2 5.1 8.9
平成29年 2.2 2.7 9.9 7.0 4.5 6.5 8.4 32.9 4.9 8.1

・林業の労働災害発生率は他産業と比較して高い

業種別死傷年千人率（休業４日以上）の推移 平成23年～平成29年
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２ 林業における死亡災害

（人）
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■林業における死亡災害の発生状況
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出典：労働者死傷病報告（厚生労働省）
注：東日本大震災を原因とするものを除く(H23)）

・死亡災害は近年４０人前後で推移

6

H30
（速報値）

31

○ 死亡災害 事故の型別の推移（林業）
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• 林業における死亡災害は 「激突され」が多い
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○ 死亡災害 起因物別の状況（平成29年）

出典：労働者死傷病報告（厚生労働省）

8

単位：人，全体に占める割合（％）

○ 死亡災害 作業別内訳（平成29年）

伐木作業中

28人,70%

9

造材作業中

2人,5%

伐木作業中の死亡災害が７割

その他

3人,8%

集材作業中

7人,18%

注１：林野庁業務資料 ２：数値はH29.1～12月に発生した林業
労働災害の死亡者数。
３：「その他」は、木材運搬中の交通事故、工場での巻き込まれ事故など。

平成29年死亡者数：40人
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○ 死亡災害（平成30年速報値）

出典：厚生労働省「平成30年における労働災害発生状況（速報）」

月別では、１月から３月に集中。
（平成31年1月7日現在）

10

月別 製造 鉱業 建設 運輸 貨物 港湾 林業 第三次産業
他

合計

１月 13 0 23 0 5 0 7 25 73

２月 16 0 23 2 6 1 2 24 74

３月 9 0 22 2 11 0 3 14 61

４月 9 0 12 2 7 0 0 15 45

５月 6 0 18 0 9 0 1 13 47

６月 14 0 28 0 5 2 1 14 64

７月 22 0 32 2 6 2 2 29 95

８月 13 0 15 0 4 0 3 11 46

９月 5

１０月 2

１１月 3

１２月 1

合計 31

３ 国有林事業での請負事業体等の重大災害発生状況

11
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平成30年度 請負事業・立木販売における重大災害発生状況

平成31年2月28日現在

区 分

請 負 事 業

立木販売 合計素材生産・造林請負
林道 治山 その他 計

生産 造林 小計

28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30

北海道 1 2 1 2 1 2 1 2 2

東 北 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2

関 東 1 1 1 2 2

中 部

近畿中国

四 国 1 1 1

九 州 2 1 2 1 2 1 2

計 2 1 1 3 2 1 5 5 1 5 6 2 2 1 2 7 7

13

注１ 事故の型は、厚労省区分による。

注２ 法令上の労働災害に該当しない場合等（被災者が事業主であるなど）については件数を計上していない。

平成２９年度請負重大災害等の分類

事故の型 作業区分 件数 被災概要 注意喚起事項

飛来、落下 伐倒 伐倒中 2

・かかられていた立木を伐倒するため、追い口切りをしていたところ、かかり木
がはずれ、被災者の背中に落下し受災。
・上方で蔓がらみになっていた広葉樹を気づかずに伐倒したため、蔓に引っ張
れた広葉樹が根元から裂けて飛来し被災者の顔面に当たり受災。

・伐倒時における周囲の状況確認 や
、枯損木等の危険木の事前処理、 安
全な伐倒方向の選定、適切な受け 口
追い口の設定及びクサビの使用。

・かかり木の適切な処理（禁止事項
の遵守、処理器具の作業現場への
携行及び使用等）。

・伐倒作業に伴う立入禁止区域、や
むを得ず一時的に放置する場合の措
置、適切なクサビの使用など伐倒作
業における基本的事項の遵守

激突され

伐倒 伐倒中 3

・斜面上方に伐倒した木が倒木上に倒れ、その上を滑り、伐倒木の元口が振
れ背中に当たって受災。

・伐倒木が、伐倒方向の広葉樹に接触し伐倒方向が変わり、被災者に接触し
て受災。

・受け口追い口が不完全であったこと、クサビを１本しか使用しなかったことな
どのため、伐倒方向が狂い、他の立木に接触したため、伐倒木の元口が浮き
上がり、退避していた被災者に激突し受災。

歩行 歩行中 1
・伐倒作業を中断中に立木が倒れ始めため、避けきれずに背中に当たり受
災。

挟まれ、巻き
込まれ

伐倒 伐倒中 1

・径級が太いため伐木処理できずにあった倒木の根外しをチェーンソーで行っ
たところ、切り株部分が不安的な状態にあったため、下方へ回転した際に巻き
込まれ下敷きとなり受災。

計 7
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１４

Ｈ３０年度国有林野事業における重大災害

【Ｈ３１．２．２８現在】

Ｎｏ． 森林管理局 署等 事業の種類 発生年月日 性別・年齢 従事作業 被災状況

1 東北 三陸北部 生産事業 H30.6.5 男性（６８） フォワーダ運材 バックしていたフォワーダから投げ出され、下敷き

2 北海道 日高南部 造林（保育間伐） H30.9 .7 男性（５０） フォワーダ集材 カーブでフォワーダごと転落

3 四国 四万十 造林（官行造林） H30.9 .19 男性（６０） 伐倒 かかり木が何らかの原因で倒れ、枯損木との間に挟まれた

4 関東 伊豆 治山 H30.9.21 男性（５９） 伐倒（支障木） 伐倒方向がずれ、コンクリート擁壁に当たった伐倒木が直撃

5 北海道 十勝東部 造林（保育間伐活用型） H30.10.23 男性（６８） 伐倒 １重のかかり木処理で避難中にかかり木が直撃

6 東北 米代東部 立木販売（皆伐） H30.11.8 男性（４０） 伐倒
かかり木を浴びせ倒ししたところ、かかり木の元口が待避場所まで
跳ね上がり直撃

7 関東 群馬 造林（保育間伐活用型） H30.11.8 男性（７３） 枝払 斜面下部で枝払い中、枝払い木上を滑ってきた木の下敷き

15
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４ なぜ労働災害は起こるのか（労働災害発生のしくみ）

安全衛生管理上の欠陥
企業の管理責任

物的要因
不安全・不衛生な状態

人的要因
不安全・不衛生な行動

人
（第三者を含む）

物
（環境を含む）

起因物→加害物

接触
災害
発生

間接的要因

直接的要因

直接的要因

・指揮命令権限の不備
・責任体制の不備
・安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙの不備
・連絡調整、打合せの

不備・・etc.

・安全装置を取り外す
・安全措置等の不履行
・不安全状態の放置
・機械等の目的外使用
・・etc.

・機械設備自体の欠陥
・安全装置等の欠陥
・保護具･服装等の欠陥

18

・作業環境の欠陥
・・etc.

５ 労働災害の発生と企業の責任

19
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平成３１年８月１日から労働安全衛生規則が変わります

１ 改正の趣旨

伐木・かかり木の処理及び造材作業における危険、車両系木材伐出機械を用いた作業
の危険を防止するため、事業者が講じるべき措置等を見直し

２ 改正の概要
⑴ チェンソーによる伐木作業等の特別教育の統合 (2020年8月施行)
⑵ 車両系木材伐出機械による作業、林業架線作業等の作業計画に示す事項に、災害が発

生時の応急措置及び搬送方法を追加
⑶ 伐木作業において受け口を作るべき立木の対象を、胸高直径が４０ｃｍ以上のものから

２０ｃｍ以上のものに拡大等
⑷ 事業者に対し、伐木作業におけるかかり木の速やかな処理を義務付け等
⑸ 事業者は、かかり木の処理において労働者にかかり木にかかられている立木を伐採さ

せ、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐採させてはならない等
⑹ 事業者は、伐木作業においては、当該立木の高さの２倍に相当する距離を半径とする

円形の内側には、従事労働者等を立ち入らさせてはならない
⑺ 事業者は、かかり木の処理において、かかり木が激突する危険があるところには、従事

労働者等を立ち入らさせてはならない
⑻ 事業者に、チェンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止用保護衣を着

用させること

２0


